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答  申 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以下

「法」という。）６３条の規定に基づく返還金額決定処分に係る審査請求

について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

   本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、○○福祉事務所長（以下「処分庁」とい

う。）が、請求人に対し、平成３０年１１月５日付けの通知書（以下

「本件処分通知書」という。）で行った法６３条の規定に基づく返還

金額決定処分（以下「本件処分」という。）の取消しを求めるもので

ある。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請求人の主張は必ずしも明らかではないが、下記の理由から、本件

処分を取り消すべきと主張しているものと解される。  

請求人は、費用返還に応じるつもりはなかったにもかかわらず、区

役所職員及び施設職員が、本件処分に係る納入通知書を用いて、勝手

に請求人の預金から費用返還の支払を行った。  

 

第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項により、

棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  



 

- 2 -  

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

令和２年１月８日  諮問  

令和２年２月１８日  審議（第４２回第４部会）  

令和２年３月１７日  審議（第４３回第４部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結果、

以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

⑴  保護の補足性及び保護の基準  

法４条１項によれば、保護は、生活に困窮する者が、その利用し

得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持

のために活用することを要件として行われるとされている。  

また、法８条１項によれば、保護は、厚生労働大臣の定める基準

により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭

又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うも

のとするとされており、保護費は、上記保護の基準に従って、要保

護者各々について具体的に決定される。  

⑵  収入の認定  

ア  次官通知  

地方自治法２４５条の９第１項及び３項の規定に基づく処理基

準である「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３

６年４月１日厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知）の第８・

３・⑵・ア・ (ｱ)によれば、保護における収入認定に当たっては、

保護の実施機関は、恩給、年金、失業保険その他の公の給付につ

いては、その実際の受給額を収入として認定することとされてい

る。  

イ  局長通知  
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地方自治法２４５条の９第１項及び３項の規定に基づく処理基

準である「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３

８年４月１日社発第２４６号厚生省社会局長通知。ただし、平成

３１年３月２９日社援発０３２９第３６号厚生労働省社会・援護

局長通知による改正前のもの）第８・１・⑷・アによれば、厚生

年金保険法、国民年金法等による給付で、６か月以内の期間ごと

に支給される年金又は手当については、実際の受給額を原則とし

て受給月から次回の受給月の前月までの各月に分割して収入認定

することとされている。  

ウ  問答集  

「生活保護問答集について」（平成２１年３月３１日厚生労働

省社会・援護局保護課長事務連絡。以下「問答集」という。）問

１３－２（答）によれば、収入の増加が事後になって明らかにな

り、扶助費の額を遡及的に保護変更処分により減額変更する必要

がある場合でも、行政処分の安定性の要請等から、遡及変更の限

度は３か月程度と考えられるべきであるとされている。  

したがって、年金収入が事後的に明らかになった場合、収入認

定を行って保護変更処分を行えるのは、発見月の前々月までを限

度とすべきであることとなる。  

また、問答集問１３－４（答）によれば、発見月からその前々

月の分であっても法６３条の規定による返還として決定しても差

し支えないとされている。  

なお、問答集は、生活保護制度の具体的な運用・取扱いについ

て問答形式により明らかにするものであり、実務の適切な遂行に

資するものとして、その内容も妥当なものであると認められる。  

⑶  費用返還義務  

ア  法  

法６３条によれば、被保護者が、急迫の場合等において資力が

あるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を
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支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた

保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定め

る額を返還しなければならないとされている。  

イ  課長通知  

「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」

（平成２４年７月２３日社援保発０７２３第１号厚生労働省社

会・援護局保護課長通知。以下「課長通知」という。）１・⑴に

よれば、法６３条に基づく費用返還の取扱いについて、「法第６

３条に基づく費用返還については、原則、全額を返還対象とする

こと」とされている。  

また、課長通知１・⑵・ (ｳ)によれば、遡及受給した年金収入に

係る法６３条の規定に基づく費用返還の取扱いにおいて、「資力

の発生時点は、年金受給権発生日であり、裁定請求日又は年金受

給日ではないことに留意すること。また、年金受給権発生日が保

護開始前となる場合、返還額決定の対象を開始時以降の支払月と

対応する遡及分の年金額に限定するのではなく、既に支給した保

護費の額の範囲内で受給額の全額を対象とすること。」とされて

いる。  

２  本件処分の検討  

⑴  法６３条の規定の適用  

請求人は、処分庁により保護が開始された当時から、既に本件年

金を受給する権利を有していたことが認められる。その場合、本来

は、年金受給権取得当初から裁定請求を行って現実の給付を受ける

ことができるものであるから、法４条１項の規定の趣旨からすれ

ば、当該年金受給による収入を、最低限度の生活を賄うために活用

すべきであり、保護は、当該収入及び他の収入・資産の活用によっ

てもなお最低限度の生活維持に不足する部分についてのみ実施すべ

きものである。  

ところで、本件年金については、裁定請求の手続が遅れたため、
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平成３０年１０月に至って、平成２５年６月から平成３０年７月ま

での間に支給事由が発生した分が一括して支給されたことが認めら

れる。また、平成３０年８月及び９月分の年金が、同年１０月の定

期支払分として支給されたため、処分庁は、当該支給額を、同年１

０月及び１１月の各月１２１，４３７円に分割して収入認定してい

ることが認められる。  

上記事実を踏まえ、処分庁は、請求人において、法６３条に規定

する「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわら

ず、保護を受けたとき」に該当するとして、本件処分により、保護

開始時から平成３０年７月までの間に請求人に過大に支給された保

護費の範囲で、本件返還額（６，３００，８９２円）を決定したも

のと認められる。  

そして、法６３条の規定は、被保護者に対して最低限度の生活を

保障するという保護の補足性の原則に反して保護費が支給された場

合に、支給した保護費の返還を求め、以て生活保護制度の趣旨を全

うしようとするものであるから（東京高等裁判所平成２５年４月２

２日判決・裁判所ウェブサイト裁判情報掲載）、処分庁が、本件に

おいて、上記のとおり法６３条の規定を適用して本件処分を行った

ことに、違法・不当な点はないものということができる。  

⑵  本件処分による返還金額  

本件処分による返還金額を決定するに当たって、処分庁は、別紙

「返還金額算定表」のとおり、返還金額を算出したことが認められ

る。すなわち、各返還対象月（平成２９年７月から平成３０年７月

までの各月）において、資力総額が当該各月の支給済保護費を上回

る場合は、支給済保護費に相当する額を返還金額とし、資力総額が

支給済保護費を下回る場合は、資力総額に相当する額を当該各月の

返還金額としていることが認められ、当該各算出の方法は、上記１

の法令等の定めに照らして正当であるといえる。  

ところで、本件年金通知書によれば、請求人の返還対象期間にお
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ける年金受給額は６，３００，８９３円であるが、他方で、本件返

還額は６，３００，８９２円であるため、両額には１円の差がある

ことが認められる。処分庁によれば、上記の差額は、収入認定の過

程における端数処理の影響で生じたものとされる。すなわち、処分

庁は、平成２９年７月から平成３０年７月までの各月における収入

認定を行う際に、同期間の年金額（年額）１，４５７，２４５円を

１２月で除して得た額（１２１，４３７．０８３３…）に端数の切

捨処理を行ったもの（１２１，４３７円）を認定額としたため、そ

の切り捨てられた値の集積が１円の差を生じさせたということであ

る。  

この点について念のため付言するに、上記端数処理は、結果とし

て、請求人にとって有利な取扱いであり、かつ、処理方法としても

不合理とはいえないのであるから、上記差額（１円）が生じたから

といって本件処分に違法又は不当な点があるとはいえない。  

⑶  小  括  

上記⑴及び⑵のとおり、本件処分には、違法・不当な点は認めら

れない。  

３  請求人の主張  

請求人は、費用返還に応じるつもりはなかったにもかかわらず、区

役所職員及び施設職員が、本件処分に係る納入通知書を用いて、勝手

に請求人の預金から費用返還の支払を行った旨の主張をしている。し

かし、支払をした際の事情は、本件処分の違法性・不当性に関係はな

い。  

したがって、請求人の主張は採用できない。  

なお、提出された各記録によれば、請求人は充分に説明を受けた上

で、印鑑を持参して職員とともに金融機関へ赴き、預金を引き出し、

本件返還金額を納付していることが認められる。  

４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  
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以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法令

解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に行わ

れているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

松井多美雄、宗宮英俊、大橋真由美  

 

別紙（略）  


